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施策目標 障がい者が地域において，安心して生活を送っています。
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施策主管課２　障がい者の地域生活支援の充実

調査結果

障がい福祉課 総合計画記載頁

概ね順調
・障がい者に対するアンケート（Ｈ25）においては，「障がい者サービスに満足している人の割合」が83.3%であり，施策に対する
当事者の満足度は高いと言える。また，「障害者総合支援法」の施行から1年が経過し，制度の充実や共生社会の実現に向け
た理念が広く浸透したことや，障がい者に対する相談支援事業や医療費の助成に取り組んできたこと等により，前年度より向
上した考えられる。

政策の柱 Ⅰ　市民の安全で健康な笑顔あふれる暮らしを支えるために
障がいのある人が，地域の中で，人格と個性を尊重され，自立し，安心して充実した生活を送って
います。

政策の達成目標
（基本施策目標）

政策名
（基本施策名）

３　障がいのある人の生活を充実する

施策の満足度（％）

・国においては，障がい者の人権や尊厳尊重を促進するため，平成26年2月に「障害者権利条約」を発効したほか，平成26年5月に「障害者総合支援法」に基づく「第４期障害福祉計画」の基本指針を告示し，障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据えた施策
の強化を図ることとした。
・本市が平成25年6月に実施した障がい者のニーズ調査においては，障がい者の高齢化・重度化に対応した福祉サービスの充実や，就労支援など自立を支援する施策の充実，障がい者が社会的障壁を感じることなく生活できる社会環境づくりが求められている。

市民満足度

総
合
評
価

施策を取り
巻く環境等

・地域の相談支援体制の充実や，施設整備等に係る補助金の助成など，障がい者が住み慣れた地域で安心して生活ができ
る環境づくりを推進したことにより，障がい福祉施設入所者の地域生活への移行者数及びグループホームの利用者数は，概
ね目標値を達成している。
　また，平成27年3月に策定した「第４期宇都宮市障がい福祉サービス計画」において，平成27年度～29年度の新たな目標
値を設定した。

※『①施策指標』の単年度の達成度の計算について

★ 逓増型の指標（目標値が基準値より増加することが望ましいもの） × １００ （％）

★ 逓減型の指標（目標値が基準値より減少することが望ましいもの） × １００ （％）

実績値
目標値

目標値
実績値

19.2 17.2 21.2 
28.8 
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◆ 調査結果 ／ ■ 目標値（％）



３　施策を構成する事業の状況 ※凡例　○：「総合計画の戦略プロジェクト・主要事業」対象，★：「③ 主要な構成事業の進捗状況」対象（最大５事業選択）

★ Ｈ２０1 地域自立支援協議会運営

障がい者自立支援協議会の全体会・各部会を定期的に開催し，地域の関係機
関等によるネットワークの構築と，地域支援体制にかかる課題の共有と改善を
図っていく。
また，今年度より「地域生活支援拠点等を１か所整備」の実現に向け，自立支
援協議会に部会を設置し，検討を進めていく。

479

2

地域生活相談体制の充実 会議の運営

成年後見制度（障がい福祉課）
障がい者への権利擁護支援
の強化

グループホーム設置費補助金
グループホームの住環境の整備を促進するため，グループホームを運営する
法人に対して，補助制度の周知を図っていく。

外出が困難な障がい者が，相談，助言，安否確認のサービスの提供を受ける
ことにより，安心して地域で社会生活を送ることができるため，設置後の利用
者の状況を把握しながら，事業に取り組んでいく。

福祉電話等事業

○★
福祉サービス等に関する相
談機能を有する地域生活支
援センターの運営

障がい者生活支援事業 地域生活相談体制の充実

障がい者虐待防止センター
の設置，虐待防止のための
周知・啓発

総合的・専門的な相談の対応や身近な場での相談支援など，障がい者の相談
支援体制の充実に向け，平成27年4月に設置した基幹相談支援センターの円
滑かつ効率的な運営と評価・検証を行うとともに，地域における相談支援体制
について問題把握と課題整理を進めていく。

4

3

障がい者に対する虐待の通報に対し，迅速かつ的確に対応するとともに，高齢
者や児童，DV等の関係機関との情報共有や連携強化を図る。
また，市民や障がい福祉サービス事業所に対し，虐待防止に関する周知・啓発
活動に取り組んでいく。

障がい者の権利擁護の推進に向け，制度の周知に努めるとともに，必要に応
じて市長申立を行う。

Ｈ１８

Ｈ１８

Ｓ４９
居宅・通所サービス提供の充
実

居宅・通所サービス提供の充
実

手帳の交付

医療費の助成 計画どおり 28,449

Ｈ８

Ｓ４８

計画どおり障がい児・者，市民

首長からの家庭裁判所への
申立

2,524

障がい児・者，障がい
福祉サービス事業所，
市民

自宅に加入電話を保
有していない低所得世
帯に属する，身体障が
い者手帳２級以上の者

福祉電話の設置

計画どおり

計画どおり

計画どおり

Ｈ２４

20

Ｈ１５

50,400

0

837計画どおり

計画どおり

地域において生活支援
を必要とする在宅障が
い者及びその家族

改修費に対する補助

成年後見制度の利用
を必要とするが自ら申
し立てができない知的
障がい者

グループホームを設置
する社会福祉法人等

○★ グループホームの設置促進

障がい者への虐待防止事業
障害者の虐待防止対策の強
化

5

6

8 精神通院医療費助成事業

11 日常生活用具給付事業

緊急通報システムの設置を促進し，一人暮らしの重度身体障がい者等の安全
確保を図っていく。

身体障がい者が各種サービスを利用できるよう，医師の診断書に基づき正確
かつ迅速な手帳の認定・交付に取り組んでいく。

重度心身障がい者がいつでも安心して医療にかかれる在宅生活を送ることが
できるよう，重度身体障がい者の身体的特性や生活・経済環境などに配慮し，
医療機関窓口での医療費の支払いや助成申請の手続きをなくし本人やその家
族など介護者の負担を軽減するための「現物給付方式」を実施していく。

在宅の重度心身障がい者に日常活動訓練，社会適用訓練等を提供し，身辺
処理能力，社会適応能力の向上を図るため，障がい者のニーズを反映させな
がら日常生活用具の給付に取り組んでいく。

自立支援医療の支給
認定を受けた者のう
ち，世帯の所得区分が
低所得の区分に認定さ
れたもの

精神障がい者の通院医療に要した医療費の一部を助成し，精神障がい者が必
要な医療を受けられるよう，支援していく。

Ｈ１８

計画どおり 198

一人暮らしの重度身体
障がい者

9 身体障がい者手帳交付事務
居宅・通所サービス提供の充
実

身体障がい者

10 緊急通報システム
居宅・通所サービス提供の充
実

Ｈ１８

計画どおり 112,233 Ｈ１８

計画どおり 263

計画どおり

計画どおり

居宅・通所サービス提供の充
実

身体障がい者手帳１・
２級，療育手帳Ａ（Ａ１・
Ａ２），身体３・４級と療
育手帳Ｂ１を併せ持つ
者

緊急通報装置の設置

居宅・通所サービス提供の充
実

身体障がい者（児），知
的障がい者（児），精神
障がい者（児）

日常生活用具の給付

居宅・通所サービス提供の充
実

Ｈ８

重度心身障がい者の在宅生活を支援するため，引き続き，手当を支給する。月5,000円の手当 Ｓ４４

929,162医療費の助成

国の特別障がい者手
当てを受給していない
①身体障がい者１・２
級の者②療育手帳Ａ・
Ａ１・Ａ２，Ｂ１（知能指
数50以下）の者

12 重度心身障がい者医療費助成

13 心身障がい者福祉手当 447,280

重度身体障がい者の日常生活を容易にするため，住宅設備を改造する経費
の一部を補助し，重度身体障がい者の生活環境整備の充実を図っていく。

7 重度身体障がい者住宅改造費補助金
居宅・通所サービス提供の充
実

重度身体障がい者
(児）

住宅改造費補助 計画どおり 1,266

事業内容

対象者・物（誰・何に）

事業名
戦略Ｐ・
主要事業

※

事業が属する総合計画の
構成事業名

取組（何を）

施 策 目 標 を 達 成 す る た め の 取 組 方 針
事業の

進捗状況

H26
事業費

（千円）
開始年度

日本一
施策
事業

№



居宅・通所サービス提供の充
実

市内で障がい福祉施
設を運営する社会福祉
法人

施設整備に要する費用の一
部助成

16 障がい者福祉施設整備費補助金 ★

15 デイケア事業
居宅・通所サービス提供の充
実

14 特定疾患患者福祉手当
居宅・通所サービス提供の充
実

Ｈ８
国庫補助の対象とならない小額の施設整備について補助する制度であり，施
設の老朽化が進行していることから，施設環境の向上を図るため，事業を継続
していく。

285,920 Ｓ４９

日常生活動作訓練等を行うデイケア事業を実施し，在宅の重度心身障がい者
の身辺処理能力・社会適応能力の向上に取り組んでいく。また，国の施策の動
向を見据えながら，事業のあり方を検討していく。

障がい福祉施設を整備する事業者に整備費用の一部を助成することにより，
障がい福祉施設の基盤整備の促進を図っていく。

13,839 Ｓ４８

計画どおり

市が指定した特定疾患
に該当する者で心身障
がい者福祉手当を受
給していない者

特定疾患患者の在宅生活を支援するため，引き続き，手当を支給する。

15歳以上で医学的管
理を要しない在宅重度
心身障がい者

計画どおり
市内で障がい福祉施
設を運営する社会福祉
法人

計画どおり

身辺処理能力や社会適応力
を身につけるための訓練や
指導

月5,000円の手当 計画どおり

計画どおり

6,601

1,184

18 福祉ホーム運営費補助金 地域生活支援事業の充実
福祉ホームを運営する
社会福祉法人等

運営補助

福祉施設の小規模整備費等
の一部助成

20 日中一時支援事業 地域生活支援事業の充実

21,700 Ｈ１１

17 障がい者福祉施設小規模整備費補助金
居宅・通所サービス提供の充
実

19 移動支援事業 地域生活支援事業の充実
屋外での移動が困難
な障がい者・児

127,405

障がい児者に対し，社会に適応するための訓練やその他必要な支援を提供す
るとともに，他の類似事業（放課後等デイサービスなど）との連携・分担を図り
ながら，日中活動の場を確保や介護者の負担軽減に取り組んでいく。

Ｈ１６

Ｈ１８

福祉ホームの運営を補助することにより，安定した居住環境を確保し，住居を
必要とする障がい者の地域生活を支援していく。

身体障がい者（児），知
的障がい者（児），精神
障がい者（児）

移動支援事業を実施し，屋外での移動が困難な障がい者・児の地域生活にお
ける自立，社会参加の促進を図っていく。
また，国の施策の動向（通学支援の是非）を見据えながら，事業のあり方を検
討していく。

身体障がい者（児），知
的障がい者（児），精神
障がい者（児）

一時的な活動の場を提供

サービスの提供 計画どおり

計画どおり 193,616 Ｈ１８ 先駆的

サービスの提供

21 地域活動支援センター事業（民間） 地域生活支援事業の充実 サービスの提供

22 訪問入浴サービス事業

障がい者が地域での安定した生活を送れるよう，日中の活動の場を提供する
とともに，国の施策の動向を見据えながら，事業のあり方を検討していく。

106,507 Ｈ１８計画どおり

在宅の重度身体障がい者・児で単身での入浴が困難な方に対し，必要な訪問
入浴サービスが提供できるよう，安定的なサービス提供に取り組んでいく。

乳幼児の健やかな発達を支援するため発達に遅れのある児等に対して専門
医師及び臨床心理士による診察・検査等を行なってきたが，迅速性や利便性
向上の観点から効果的な事業とするため「障がい児診療検査事業」及び「子ど
も発達相談室」のそれぞれの事業の充実を図り，それらに統合したため平成26
年度末をもって終了とした。

行事カリキュラムや日常保育の中で頻繁に交流を実施しており，子供たちや職
員にとっても自然な形で交流事業が実施できている。
今後は，さらに障がいに対する保護者同士の相互理解が深まるよう，交流事
業の内容や実施方法を検討していく。

計画どおり 18,750 Ｈ１８地域生活支援事業の充実

市民（乳幼児健診でス
クリーニングされた児
等）

発達検診の実施 計画どおり 1,714 Ｈ８

558

25 子ども発達相談室 発達相談の充実

24 乳幼児発達健診事業 早期発見・早期支援の充実

○★
障がい児発達支援ネットワー
クの推進

計画どおり

・身近な地域での支援の充
実

・発達が気になる子の早期支
援の充実

乳幼児期から就労にわたり，ライフステージに応じた一貫した支援を提供する
ため，関係機関との連携推進を目的にネットワーク会議を実施している。平成
２６年度は発達障がいへの理解を推進するため，障がい理解啓発紙「発達障
がいを正しく理解しよう！（乳幼児期編）」を作成し市民や支援者に配布したと
ころである。今後は，次の段階である就学期における障がい理解啓発の推進
に取り組む。

関係機関・団体との連携によ
る支援の推進

計画どおり Ｈ２０

発達に遅れのある児及び保護者に対して，不安を軽減し，適切な時期に療育
が提供できるよう，心理相談員の業務（質・量）の見直しを行うなど相談待ちの
解消を図ってきた。今後は，乳幼児発達健診事業の廃止に伴い，利用者の増
加が見込まれるため，地区保健師との連携強化を図るとともに，対象児のすみ
わけ基準を設けるなど，より効果的な相談体制を再構築していく。

593

Ｈ１９電話・面接相談の実施 計画どおり

・訪問支援の実施
・講演会の実施

994

市民（発達の遅れなど
について心配している
児童及び保護者）

Ｈ１９

23 ここ・ほっと交流事業 身近な地域での生活支援

市民（保育所・幼稚園・
なかよしクラブ・子育て
サロンに通う児）

27 ここ・ほっと巡回相談事業

26 発達支援ネットワーク推進事業

在宅の重度身体障が
い者及び重症心身障
がい児

発達の気になる子を早い段階で必要な専門的支援につなげるため，H26年度
に市内全園を対象にアンケートを実施し，園の困り感や園訪問へのニーズ等を
把握した。今後は，就学を見据えながら障がい特性に応じたきめ細かい支援を
行うため複数回訪問するなど，実施方法についての見直しを図っていく。また，
5歳児チェックリストについては，効果的な活用に向けて検証していく。

331

市民及び関係機関・団
体

計画どおり Ｈ１９

かすが園，若葉園，西
部保育園，子育てサロ
ン西部に通う園児やそ
の保護者及び一般市
民

季節に応じた行事カリキュラ
ムに加え，日常保育の中で交
流事業を実施する。



４　今後の施策の取組方針

28 通園事業の運営

・身近な地域での支援の充
実

医療型児童発達支援
センター（かすが園）・
児童発達支援センター
（若葉園）に通う児童及
び保護者

計画どおり 27,379 Ｈ１９

TEACHHプログラム（世界の国々で実践されている発達障がい児の療育方法）
の開始から3年が経過し，療育効果が上がっている。今後も，専門職との連携
を強化しながら個別指導，グループ指導などを実施し，一人一人の障がい特性
に応じた効果の高い療育方法を導入していく。

29

社会適応に向けた療育の提
供及び保護者支援

施設内にある温水プールを
利用してプール活動を行い生
活の質を高める。

重症心身障がい児プール活動支援事業

・身近な地域での支援の充
実

１８歳未満の重い運動
障がいのある重症心
身障がい児

計画どおり 555

30 障がい児療育事業

・身近な地域での支援の充
実

医師の指示のもとに理学療
法士，作業療法士，言語聴覚
士，心理相談員による療育指
導の提供

18歳未満の障がい児，
またはその疑いのある
児

計画どおり

障がいが疑われる幼
児及びその保護者

独自性

計画どおり
小児科医，リハビリテーション
科医が診察し療育の指示を
行う。

児の発達を促すため，保育士
が遊びを通した指導を行うと
ともに，保護者の不安の軽減
と障がい受容を促す。

計画どおり32

31 障がい児診療検査事業

・身近な地域での支援の充
実

・発達が気になる子の早期支
援の充実

・身近な地域での支援の充
実

早期療育支援事業

障がいが疑われる児の発達を促すとともに保護者の不安軽減と障がい受容を
促すため，保育士による児への個別指導・グループ指導及び保護者への助言
指導を実施している。児の発達面及び保護者の子育て不安の軽減面から効果
があり，特に他に類を見ない個別指導により，児の特性に合わせた療育ができ
るため，継続して実施する。また，身近な地域において早期の支援を行えるよ
うな仕組みを検討する。

231 Ｈ１９

239 Ｈ１９

適切な利用事業の方針決定や個々の発達に応じた療育の方向性を決めるた
め，医師による診療を行っている。適切な療育において医師の診断が必要不
可欠であるため，医師の安定的な確保に努めながら，診療検査事業を実施し
ていく。

19歳未満の障がい児，
またはその疑いのある
児

271 Ｈ１９

障がい児の症状の改善を図り，日常生活動作を身につけ自立を目指すため，
医師の診断のもとに専門職が療育指導を行っている。児の生活動作やコミュニ
ケーション活動などの向上が図られていることから，継続して実施する。また，
増加傾向にある利用児について，関係機関と連携し指導頻度の調整を行うとと
もに，専門職員の安定的確保に努めながら，より質の高い療育を提供してい
く。

Ｈ２０ 独自性

重い運動障がいのある重症心身障がい児に対し，心身のリラクゼーション，呼
吸，循環器能力を高めるとともに，生活の質の向上を促すため，月2回のプー
ル活動を行っている。プール活動は，通年で実施することにより日常生活習慣
に定着し普段できない動きができるようになるなどの児の運動機能の向上や健
康面に有効であるため，今後についても利用児の安全を確保するとともに活動
回数について医師との調整を図り，回数を確保しながら実施していく。

障がい児を抱える家族の障がい受容に伴う様々な苦悩や育児に対する不安な
ど，精神的負担を軽減するため，心理相談員によるカウンセリングを一人当た
り年数回実施するとともに，ペアレントトレーニングを年6回実施している。保護
者の精神的負担軽減に効果があることから，事業を継続して実施する。27年
度は，きょうだい支援について，保護者対象の講演会を開催し，障がいを持つ
児にきょうだいがいる保護者に対して別の側面から精神的負担の軽減を図る。

33 家族支援事業

・身近な地域での支援の充
実 子ども発達センター事

業利用者の保護者
計画どおり 110

今後の方向性

課題

〈主要事業〉
◆障がい者生活支援事業
　　平成27年4月に設置した基幹相談支援センターの円滑かつ効果的な運営に取り組むとともに，地域における相談支援の問題把握と課題の整理を進
め，障がい者の相　談支援体制の充実を図っていく。

◆グループホーム設置費補助金
　障がい者の地域移行を促進する住まいの場を確保するため，補助制度の周知を図り，グループホームの設置を促進していく。

◆発達支援ネットワーク推進事業
　障がい児が，自立に向け個々の能力を発揮できるよう，引き続き，療育機能の充実を図るとともに，関係機関等と連携し，ライフステージに応じた一貫
した支援を提供していく。

〈その他個別事業〉
◆地域自立支援協議会運営
　障がい者の重度化・高齢化に対応する地域生活支援拠点の整備に向け，今年度より自立支援協議会に部会を設置し，検討を進めていく。

◆乳幼児発達健診事業
　より効果的な早期からの療育を実施するために「障がい児診療検査事業」「子ども発達相談室」へ機能を統合した。

◆障がい者の地域生活への移行の推進については，移行者数の伸びが停滞していることから，平成27年3月に策定した計画の目標達成
に向け，グループホームの設置促進など住まいの場の充実や，基幹相談支援センターを中核とした相談支援体制など，地域生活を支援
する施策の充実を図る必要がある。
また，障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え，障がい者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため，地域生活支援
の拠点づくりが必要である。

◆障がい者の日常生活の支援の充実については，障がい福祉サービスの利用者が年々増加していることから，必要な障がい福祉サービ
スが確保できるよう，社会福祉施設整備費補助金を活用し，障がい福祉施設の整備促進を図る必要がある。
　また，ホームヘルプなど訪問系サービスの利用者も年々増加しており，ヘルパーなど支援員の人材確保が必要であることから，事業者
に対する各種研修の情報提供など人材育成を支援する必要がある。

◆障がい児の療育体制については，引き続き，関係機関等と有機的に連携し，障がいの早期発見・早期支援に努めるとともに，相談機能
や療育の充実を図りながらライフステージに応じた一貫した支援を提供する必要がある。

方向性

〈施策全般〉
◆障がい者が，住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，基幹相談支援センターを中核とした地域相談体制の充実を図るとともに，障がい者の地域移
行を推進するため，地域生活支援の拠点づくりやグループホームの設置を促進していく。

親の養育技術を向上させる
ペアレントトレーニング及び心
理相談員によるカウンセリン
グを行う家族サポート

Ｈ２２


